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明治「１１期の国語政策

一｢国語調査委員会」をめぐって~

OntheLanguagePoliciesintheMiddleMeijiPeriod：

－TheNationalLanguageResearchCommittee-

伊藤和幸

KtLz皿”んｉＩｆｏｈ

ＴｈｉｓａｒｔｉｃｌｅｄｅａｌｓｗｉｔｈｓｏｍｅａｓｐｅｃｔｓｏｆｔｈｅｌａｎｇｕａｇｅｐｏｌｉｃｉｅｓｏｆｔｈｅＭｉｎｉｓｔｒｙｏｆＥｄｕｃａ‐

tioninthemiddleMeijiperiodofJapan、Acommitteecalledthe“KationalLanguage

ResearchCommittee”ｗａｓｅｓｔａｂｌｉｓｈｅｄｉｎｌ９０２ｉｎｔｈｅＭｉｎｉｓtryofEducation・Ｉｔｍａｄｅｉｎｔｅｎ‐

siveresearchesontheJapaneselanguage，especiallyonitsorthography,grammer，phonet‐

icsanddialects・Ｉｔｈａｄａｔｒｅｍｅｎｄｏｕｓｉｎｆｌｕｅｎｃｅｏｎｔｈｅlanguagepoliciesafterward、

Inthisarticle，ｔｈｅａｕｔｈｏｒｄｅｓｃｒｉｂｅｓ，Ｈｒｓｔ１ｌａｎｇｕａｇｅｒｅｆｏｒｍｍｏｖｅｍｅｎts，whichintended

toabolishtheChinesecharactersfromtheJapaneseWritings,ｉｎｔｈｅｅａｒｌｙＭｅｉｊｉｐｅｒｉｏｄａｓ

ａｐｒｅｈｉｓｔｏｒｙｏＩｔｈｅＮａｔｉonalLallguageResearchCommittee，ａｎｄ，ｎｅｘｔ，ｈｏｗｉｔｗａｓｅｓｔａｂ･

ｌｉｓｈｅｄ１ｗｈｏｔｏｏｋｐａｒｔｉｎｉｔ，ｗｈａｔｐｕｒｐｏｓｅｓｉｔｈａｄａｎｄｗｈａｔｉｎＩ１ｕｅｎｃｅｓｉｔｈａｄｏｎｔｈｅｌａｎ－

ｇｕａｇｅｐｏｌｉｃｉesthereafter．

・本稿の課題

この「囚語調査委員会」の成立に至った状況や成立の

過程を追ってみたい。特に，明治時代初年からの国語・

国字改良問題の流れの中で，どのようにこの委員会が作

り上げられていったのかを見ていきたい。国語・国字改

良の流れは極めて複雑で錯綜しているので，本稿では仮

名専用運動・ローマ字専用運動・漢字制限論そして新字

論をとりあげる。さらに，１９０２年［明治３５年］に成立

した「国語調査委員会」の活動とは－体どんなものであ

ったかを，どのような成果を挙げたのか，どのような人

々が関わったのかを描きたい。

１．序章

１９０２年［明治３５年],文部省に「国語調査委員会」と

呼ばれる委員会が設けられた。これは，その三年前に発

足した「国語調査会」を充実拡大したものである。国語

調査委員会は，委負長を加藤弘之，主事を上[１１万年（う

えたかずとし)'）が務める，総勢１４名の委貝会である。

委員として，当時の著名な学者（主として国語学者と言

語学者)，政治家，教育家が名を連ねている。

この国語調査委員会は，国語政策2)を取り扱う文部省

内の委員会として我が国で最初のものであり，その後の

日本の国語政策を方向づけた重要なものである。現在の

国語審議会の先駆となっている。さらにその当時，民間

の個人のあるいは比間の団体の努力で行なわれていた，

１１本語改良連動3)を国家の政策として行なうようになっ

た重大な転機でもある。さらに，多くの新進の学者に活

動の場所を与えて，その活動を援助し我が国の国語学研

究の進歩に大いに貢献した。この委員会で活躍した人々

が，その後どのような学問活動をしたかを見れば，学問

に対する委員会の貢献の大きさを伺うことができる。

n．明治期の国語運動

１１本においてl1fI語・国字改良問題はいつごろ発生した

のかを考えてみると，明治維新前後であるとして問題は

ないであろう。明治維新以前の国語・国字改良問題はご

く特殊な限られた人々の問題であって広く一般の人々の

問題にはなってはいなかった。明治維新以後，教育が国

民に広く施行されるようになって始めて，国語・国字改

良H1]題が広く一般の人含の問題となったといえる。
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止之磯」の中では，「音符字」という言葉を用いているこ

とからも分かるように，仮名に限ると主張しているわけ

ではなく，漢字を廃止して音文字を使用すればよいとい

うことに力点が侭かれている。後には「国語文章既に傭

わらぱ，之をローマ字に写す可きなり｣6）といっている。

1ii川の真意は，特に仮名文字を専用させようというので

はなく，音符字を通用させるところにあったのである。

｜ﾘ|治１０年代（1877年以降）になると，仮fi文字専川

を主張する人々によって何らかの団体を組織しようとす

る機巡が熟し，個人の活動から「国語・国字改良遡動」

の形態を取るようになってきた。１８８０年ｌｌＵｌ締１３年｜

から１８８２年［明治１５:年］にかけて設立された仮名文字

聯＃1論者の比較的小規模な諸団体である「かなのとも｣，

｢いろはくわい｣，「いろはぶんかい｣，「いつらのおと」な

どが，１８８３年｜|ﾘ]治１６年ｌに－つにまとまり「かなの

くわい」を組織した。そのとき外山正一が「漢字を廃す

べし」の大演説をした。

会の規則第一条によれば｢会のl1的」は次のようである。

我が国の学問の道を容易くせんが為に，言紫は和漢古

今諸外国の区別なく成るべく世の人の耳にはいり易き

ものを選び取り，専ら仮名のJAを用いて文章を記すの

方法を研究し，これを世に拡めんとするにあり。[平井

］948：Ｉ).ｌ８１１

このように「かなのくわい」は平仮名の専Ｉｉ１を主張し

た。後に述べるように内部に意見の不一致もかたりあっ

たが，会としては発展を続けⅢ会員や地方支部()増！Ⅱ|し，

雌臘川]の１８８７年’1ﾘﾘ袷２０年］には，東京本部l【［属の会

貝は５００９人となり連絡委員などを含めると１万人を超

えるようになった。しかし，外ini的な発展と比べて，内

lWjには様盈な意見の不一致があり会の活動をIliIll9ける原

因となった7)。歴史的仮名遣いを主張する「かなのとも」

と発音式仮名遣いを主張する「いろはくわい」・「いろは

ぶんくわい」が色々な点で譲りあわず，機関誌もそれぞ

れ別々に発行した。そのため初めから歩調が合わずに

｢かなのくわい」の運営は危機に陥ることになった。い

く度か統一の努力が成されたが，結局どの試みも失敗し

て次輔に分裂していった｡

このように内祁で対立している間に，会のhnHIそのも

のがＬにいに衰え，1887年［lU1治２０年｜の:ｲ<の頃から

|,F1肋が沈滞し，１８９０イ'2［明治２３年］になると「かなの

くわい」はほとんど活動を停止してしまった。かくして，

|｣(|ＩＭＩ・lkl字改良皿助が全般的に衰えていくのである3)。

(1)）ローマ字専用腕の流れ

川&初のローマ字論は，南部義欝（なんぶよしかず)M）

２

また，明治時代に入り西欧との交通が広がってくる

と，アルファベットの簡単である西欧諸語に比べて，ロ

本譜が多くの漢字を時間を掛けて習得しなければならな

いことに気が付いた。そして西欧に互して行くには，漢

字学習の負担を軽減し他の学問を修めなければならない

と考える人々が現われた。

それゆえ，本稿では，明治維新前後を国語柵徹委11会

の前史の始まりと考える。明治維新以後の，’1本のＩ刊ＩＭＩ

政策は，主として「漢字制限」あるいは「漢字廃ＩＩＪの

問題を中心として展開した□漢字ilill限について，図示す

－廃止する。（仮名，ローマ字，新字だけを便

…|､鱒童il鳳長…Ⅶ
明治初年から全体的な流れを見渡してみると，漢字噂１１１

を主張する人々の数１i少なく`)，大きな流れとはならな

かった。特に仮名専用論者とローマ字専用論者とが中心

となり大きな流れを形成していくことIこなる。（それゆ

え，本稿では漢字尊重論は扱わない｡）

(a）仮名専用運動の流れ

仮名専用論の最初の主唱者は，前X1j密である。前Kljは

仮名Ｗ〔)１１論の最初の主１１肖者であるばかりでなくⅢⅡ本の

国語政策の初めての主唱者ということができる。liimWj

は，１８６６《rLl慶応２ｲ１１に「漢字御廃止の識」と題する

建議富を徳)||慶喜に拠出した5)。この建議書は，封雌↑１１

度のljl壊に瀕した幕府に取り上げられることはなかっ

た。しかし，それ以後に現われる国語・国字改良論者の

意見や主張がほとんど含まれているといってもよい。こ

の建議書の趣旨の根本には国民教育の普及という糀神が

ある。前島は「漢字御廃止の議」のIl1で次のようにいつ

国家の大本は国民の教育にして，その教育は土民を,繭

ぜず凶民に普からしめ，これを普からしめんには成る

べく簡易なる文字文章を用いざるべからず。

…(中略)…果たして然からぱ，御国においても附洋

iillIlilの如く音符字（仮名文字＝前勘注）を川いて教育

を布かＩ１，漢字は)Ⅱいられず終には，Ｉ｣常公私の文に

漢字のⅡ]を御廃｣Ｍ:Ⅱ成候様にと泰１Ｆ険…(後略)…

ｌ吉Ul・井之Ｉｌｌ９５０：第１章］

｜引用は，新仮名・新漢字を用いる。以下同様｜

漢字lIij止の燈初の捉案者であるｌｉｉｉｌｆ１７の主ilillil〈Ⅲ「脚ig

を廃止して仮名を用いよ｡」であるので，その後の仮名

国字論の先駆と兇なすことができる。ただ，「漢字ijIll雁
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の発議およびローマ字用法怠見」を発表して，矢田部ら

の「ヘポン式ローマ字」が日本語を綴る実情に合わない

ことを指摘し，「日本式ローマ字綴り方」を提唱した。田

中館は，別Iこ一派を立てて１８８６年［明治１９年］に雑誌

Ｒｏ''１ａｚｉＳ/'2sノを刊行して日本式ローマ字雑誌の噴矢を

なした。この羅馬字会の内部の「ヘポン式」と「日本式」

のiilI綴り方の対立こそ，今日も続く両派の対立の始まり

だったのである。内部に対立がありながらも羅馬字会そ

のものは，１８８７年［明治２０年］から１８８９年［U】治２２

年１にかけて最も盛んになり，会口は７０００人近くにも

なった。しかし，その頃から会の活吻が急速に攻え始め，

1892年［明治２５年］になると連助を中止してしまった応

「かなのくわし､」と同じ道をたどった8)。

(c）漢字制限論の流れ

このように，仮名専川，ローマ字Wj〔)Ⅱと,iIli識はなかな

か盛んに行なわれ，団体を組織しての呼び掛けや連助も

活発に行なわれてきた。しかし，$i1il1,)のところｉ|:会一般

に広く実行されるには至らなかった。当時，漢字の学習

が負担であることは，多くの人が,i溜めていたので，漢字

を廃止して仮名あるいはローマ字を採用すれば，負担が

軽くなることも十分に承知していた。それなのに，漢字

を全廃して，仮名やローマ字を日常の文字として使用す

ることは全面的には賛成されなかった。漢字の廃止に

は，どうしても賛成し難い何かを含んでいたといえるだ

ろう。漢字は字数が多く，読朶方。11膳方・使い方が複

雑であり，習得上・使用上のIi担は大きい。しかし千数

百年の長い年月に豆り知識の伝達の手段として使用さ

れ，現在でも使用されている漢字を全廃してしまうの

は，感情の面からいっても，漢字が言語生活上に占める

重要な位腫からいっても，とうてい出来ないことであっ

たに違いない（現在もそうである｡）つまり，漢字全廃は

理論上は優れていたとしても，社会の実情を全く考慮に

入れておらず，現実とあまりにもかけ離れていたのであ

った。これを反省して社会の現実を考慮に入れながら，

徐々に改善を図っていこうとするのが「漢字制限論」で

ある。つまり，日常仙１１Iする漢字の数を，ある適当な範

囲に限ろうとするものである。段初に漢字制限論を唱え

た人は福沢諭吉'3)で，1873年［明ｉｆｌ６ｲlRlに『文字の教』

で以下のように述べている。

［１本に仮名の文字ありながら漢字を交え11]ゆるは雌だ

不都合なれども…('１１略)…漢字を全く脇するの説はllWi

う可くして俄に行なわれ難き事なり。此説を行わんと

するには，時節を末より待つより手段なかるくし

…(中略)…今より次第に襖字を廃するの用意，専一な

が，山内容堂に提出した「修国語論」に含まれている。

南部は，西欧文明諸国のlkl謡の独立からみるに，日本の

国語も独立すべきであることを望み，そのためには「洋

字（ローマ字)」を借用して日本の国語を改める（惨す

る）に及ぶ力法はないと論じている。しかし，どのよう

な方法によるのかは，「鯵国語論」の中ては論じていな

い。ただ単に「西欧文明諸国がそうならば｡」という気持

だったのかもしれない。南部は，さらに１８７２年ｌ明治

５年］に「文字を改換する銭」を文部省へ建議した。そ

のため文部省内で，ローマ字専用論を推し進めようとの

機運が一時高まったが，方法そのものが明瞭でなかった

ので，大きな鋤きとなるまえに消滅してしまった。（｢修

国語論」の内容については［吉田・井之111950：ｐ､40-

41Ｄ

明治１０年代に入って，ローマ字専用論者の中にも仮

名専用絢者と''１１じょうに，団結の必要を感じ始めたよう

である。団結の機述を起こしたli1後の契機は，矢田iiI1j良

古'０)の「ローマ字を以ってⅡ本譜を綴るの説」（1882年

lUI治１５年]）であり，イギリス人イピーの同年に発表し

た「ローマ字をもって日本語を綴るの説」であり，１８８４

年[明治１７年Ｉに外lll正一が発表した「ローマ字を主張

するものに告ぐ」などである。外山は，仮名専用論者と

提携して漢字に当ろうというのである。同じ年に外山は

「ローマ字会を起こすの趣意」を発表して，ローマ字専

用論者の団結を促した。これらのローマ字専用論者の努

力によって，ローマ手専ｌＩ１ｌ論者７０名が集まり，発起人

会を開き，外山や矢１１１部らが創立委員となり，１８８５年

［明治１８年］に「羅馬字会」が(ill立された。

羅馬字会でも，「かなのくわい」と同様に，1-1本語を匡

一マ字で綴る場合の方法をめぐって意見が対立した。羅

馬字会では１８８５年［明治１８年ｌに，「書方取調調査委

員」４０人が選ばれ，外山正一が委員長となった。外山ら

は，へボン等の外国人の意見'１)を聞いて原案を作成し

て，三か月後に「ローマ字にて１１本譜の書き方」を発表

した。委員の一人であった矢田部良吉は「ローマ字早学

び」を公にし「書ﾌﾟﾉ取調調査委１１」のローマ字の方式の

解説をした。この方式は，いわゆる「ヘポン式」あるい

は「標ＮＩＩ式」と呼ばれているものである。しかし，外山

や矢田部の努力にも関わらず，実際上，不合理．不規則

な点が多くⅡ本職を１１１〈写す実Ｉｉ１ｉに合っていなかったの

で，羅馬字会の内外を問わずに反対意兇が多く巻い起こ

った。離馬字会の会LlであったⅡ1中館愛橘（たなかだて

あいきつ)12）は，埴ちに外|||や矢１１]部に反対の立場を取

ることを表明した。「本会雑誌をローマ字にて発見する
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改良について考える機運が高まってきた。１８９８年［明治

３１イド］に「匡|字国文の改良を図るを以って目的」とする

「llfliiIi改良会」を上田万年，矢川部良吉や嘉納治五郎ら

が組織した。翌年国語改良会は帝国教育会に「国語改良

部」として吸収され，仮名字調査部・ローマ字調査部・

新字調査部・漢字節減調査部の４部門に別れて活動し

た。１９００年［明治３３年］に「'1J字国語国文の改良に関

する請願書」を内閣・文部省・各省大臣・貴族院衆議院

瀧長に提出した。「国字国語国文を改良し，及びこれを

実行せんために，政府において速やかにその方法の調査

に瀞手せらるべき」ことを目的としたものである。貴族

衆議両院は，この請願書を鯵]}：したうえで'１決し，政府

に対して「国字ＩＲＩ語国文の改良に関する建議」を提出し

た。この建議は請願書とほぼ同じであり'8)，「lltが国，国

字|｣]語国文改良のことたる又ＩＲＩ家の事業として調査討究

Ｌてその実行を期すべきものにして，かつ刻下の一大急

務なるを信ず。依って政府は速やかにこれが適当なる方

法を設け実行をl0Iせしむこと」を政府にたいして希望て

いる。

以上のような過程を経て，lTii]年190〔)年［明治３３年１

に文部省は文部省内に「国語調査委員」８名１，)を任命し

て国語の調査．改良方針の大枠を決定する予備調査を命

じた。

(a）「国語調査委員会」の創立

なぜ，この時期（1902年１W|治３５年Ｄに設立された

のかＯ

ＩＩ溝戦争に勝利し，前述のように国民一般の国家に対す

る｢,覚が高まっており，その自覚が国家とその国語との

結びつきにも'１を向けるようになった。さらに上田万年

などをはじめとする言語学者や'１］縞学者の鼓吹によっ

て，国語すなわちⅡ本譜の改良がⅡ本の発展と'直接につ

ながっていると信じるようになってきたからである１２)。

さらに明治２０年代より民間の諸団体による国語・国字

改良運動が行き詰まってきていたので，政府のﾉﾉを借り

て改良連動を推し進めようとした。国語調査委員会の鱗

成委員の大部分が，会の発足以前に何らかの形で，国

語・国字改良迎仙に関わっていたことを考えると，国民

の|H1の意識のilljまりを吸収する形で文部竹内に''１語調査

委ｌｉ会が創立さ;}[たものと考えることが出来る。

(b）会の組織は，どのようであったのか

「国語調査会」がiiIi動を始めてから２イ１２後,正式に官

,,),,が発布され，「|,1語調査委１１会」が創立された。19〔)２

イド｜明治３５ｆｌｆｌ３ｊ１２５１=lの71.報所載の詔勅に次のよう

にある．朕，国語凋査委員会1]制を裁口lし，蚊Iこ

４

るべし。その用意とは，文章をﾉﾄﾞくに難しき漢字をぱ

なるだけ用いざるよう心掛けることなり。ｌ天ｉｎ・浮

llll9628p､４６］

福沢の漢字制限論は，リＩＮＩ文から分かるように，漢字全

廃へ至る手段として考えられている。つまり，漢字制限

を目的としているのではない。ちなみに漢字制限だけを

目的として主張した人は極めて少ない。

(｡）新国字論

前節で述べたように，国語・国字改良運動，特に仮名

専用，ローマ字専用連動）は，明治２０年代に入ると一

時低調になっていたが，’三|情戦争に勝利して，三lkl干渉

で遼東半島を中国に返還するに当たって，国民の自覚は

国家の独立や国力の発展に目を向けるよう}こなってき

た。この自覚の，倒語・国字改良|H1題での現われは，「日

本人が支那の文字を１１１うる間は，多少支那の支配を受け

て行かねばならぬ。それが実に嫌なこと」'ｲ）といわれる

ようになり，仮名専用・ローマ字専用の他に新たに「新

国字」を創ろうとする機運がおこり，多くの「新国字論」

やその具体案が発表された'5)。新llil字諭は，華々しく登

場し多くの具体案が提出されたが，いずれも結局は大き

な流れにはならず，忘れ去られてしまった。三宅雪嶺IC）

は，新国字の創'1｣に失望して次のように述べている’

新字説と言った所で，畢寛でき難いことである。世界

第一の完全なる文字を作るのならば宜しいが，かよう

なことは到底望むべからずである。また日本だけの文

字として新文字をこしらえて，威張った所で，つまら

ない話である。［平井1948：ｐ､216-217］

新国字論は失敗に終ったが，国民的な自覚は，「国語」

の尊重を真面目に考える機運をもたらした。後に国語調

査委員会の委員となる上田万年は，ヨーロッペ留学から

の帰iU1講演「国語と国家と」（1894イド［ｌｌｊｌ治２７イ1jLl）を

行い１７)，国語としての日本語と凶家の関係を述べ，国語

が尊重されていないことを嘆き，ＩＨＩ家の独立を保って行

くには，その国家の囚,譜も保持していかなけれ(;|：ならな

いと主張した。国語と国家に対する自覚を促すことが指

導精神となっている，上田の主著である『国語のため』

が１８９５年［明治２８ｊＩ１に出版された。さらに翌年の明

治２９年には「|型lliii:洲在会」の識|側を促す識繊を行って

いる。このような考えをもった上l{1万年が中心となり，

国語調査委員会が創り｣二げられていくのであるｃ

ｌｌＬ国語調査委員会の倉||立と活動

明治初年からの国語・国字改良の迎勤が高まりを見せ

て，その世論の高まりや【建議を受けて文部省内でも国語
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注）の４月より同６月に渉|)て，９回委員会を開き，

その調査方針に就きて，左の如く決議せり。

１．文字は音韻文字（フォノグラム）を採用すること

とし，仮名・'ゴーマ字等の得失をi凋査すること。

２．文章は言文一致体を採用することとし，是に関す

る調査を為すこと。

３．国語の音韻組織を柵費すること。

４．方言を調査’て標準語を選定すること。

以上４件を「綱査すべき主要なる事業」としたが，問題

が大き過ぎるので当時の普通教育にすぐに役に立てるこ

とが出来ないので，「||下の急に応ぜんがため」に，次の

６つの事項について特別に調査をすることになった。

１．漢字節減につきて。

２．現行普通文体の整理について。

３．書簡文その他の１１常慣用する特殊の文体につき

て。

４．国語仮名遣いにつきて。

５．字音仮名遣いにつきて。

６．外国語の写し方につきて。

(｡）国語調査委貝会の業績

国語調査委員会はきわめて戯極的に活動したようであ

る2Ⅱ〕。例えば，］902イｌｉｌｌﾘj猯３５年１の４月から］903

年［明治３６イlKl7Hまでの1年３か１１の間に，次のよ

うな活動をしている。

このうち，起草さｵ'たもののlﾉLlij1(を見ると：

｜剛語調査の方針にＩＲＩするもの４点

方言に関する'もの４点

文法に関するもの６点

漢字省減に関するしよ８点

送り仮名に関するもの３点

仮名遣いに関するもの５点

音韻に関するもの４点

その他２点

これを公布せしむ。

内閣総理大臣・伯爵桂太郎

文部大臣・理学博士・男爵菊地大麓

勅令第四十九号ｌｌｆｌ語,JlliIH委凰会'nWjI

第一条国語調査委員会は文部大lliの監督に属し，国

語に関する事項を,凋査す。

第二条国語iilM腺委員会は，委ｌＵ之一人委t'十五人11

内をもってこれを組織す。

第三条委員長，委員ならびに臨時委員は，文部大腿

の奏請により内閣に於てこれを命ず。

第四条委員長は，会務を処理し，委員会の議長とな

り調査の結果を文部大臣に具申すべし。委員

長に事故あるときには，文部大臣の指名した

る委員，そのｊｌｉ秘を代理す。

第五条国語調査委員会は，主査委員若干人を起き，

委員の中より，委員長これを命ず。

第六字国語調査委員会に主事一人を置き，委員のな

かより，文部大臣これを命ず。

第七条国語調査委員会に書記着1二人を置き，委員長

こｵ1を命ず゜，I1iiuは，ｌ:７１]の指押を承け庶務

に従｣(す。

附則本令は，明粭三十Zifll｣し|)ｌ－ｌｌよ')，これを

施行す。

(c）会の運営を担ったのは，どのような人々だったの

か

上記の官制によって，発足した倒繊調査委員会の委ｊｊ

として，次の人々に１９０２イド’１ﾘ}ifi35イ|ﾖ］４月１１１１か

ら９月２５日にかけて，胖令が降りている。ｂⅡ藤弘之

(文学博士・男爵)，嘉納治五郎（来京高等師範学校長)，

井上哲次郎（東京帝国大学文ﾄﾞ}大学数授)，沢柳政太Ｉｌｌｊ

(文部省普通学務局長)，上１１１万年（4〔京帝Ilil大学文科大

学教授・文学博士)，三上参次（東京帝国大学文科大学

教授・文学博二I:)，渡部董之肋（文部i囎記`〔;)，高楠順次

郎（東京帝国大学文科大学教授・文学博士)，IF〔野安繰

(文学博１兆徳寓騰花，木村正辞（文学博士)，大槻文彦

(文学博士)，前島密，芳賀矢一ｕＵ;(帝国大学文科大学

教授）委員長は，加藤弘之で’主411:はLiHｶﾞｲﾄﾞであった。

さらに補助委員として，脈１１;}孝一，）WMlIII1lliillllI1i美，

林泰輔，大矢透，１１１[I1孝雄の６名が任命された。国語iiJM

査委員会は，明治３５ｲfに()１１１１の会縦をI)Mき，委員会の

活動方針を決定した。

国語調査委員会の調査方針とは，次のようなものであ

る。

国語調査委員会は，本年（1902イド’１呪１１(ｊ３５年］筆片

計３６点

また，単行本として出版されたものの内訳を見ると：

仮名遣いに関するもの４点

文法に関するもの４点

音韻にＩＭＩする(〕の２点

漢字省減に関するもの１点

送り仮名に|Ｈ１するもの１点

方言に関するもの１点

ローマ字と仮名の比較に関するもの１点

その他４点

計１８点
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(e）内容分析

決議事項では，「文字は音韻文字（｢フォノグラム｣）を

採用することとし，仮名・ローマ字等の特質を調査する

こと」としている。これは１委１１会の櫛成員のほとんど

が仮名専用運動あるいはローマ字専用運動に参加してい

たことや，委員会の設置までの過程を見れば，当然かも

知れない。しかし漢字全廃に対して問題なしと新設の

委員会で討議することなく判断したのは，行きすぎでは

ないかと筆者には思える。漢字と仮名・ローマ字の優劣

や有効性の比較調査もしないうちから「音韻文字を採用

することとし」と決議蛎項に基本方針として掲げるの

は，非難の対象となるであろう。たとえ比較禰査した結

果，仮名だけであるいはローマ字だけで日本語を表記す

るのが優れていることが判明したとしても，それはその

まま改革につながるものではなく，改革への一つの材料

になるに過ぎないのではないか。しかし，この国語調査

委員会の掲げた「音1M|文字の採用」は，国語調査委員会

の後進である「臨時国語調査会」や第二次大戦後まで続

く「国語審議会」にも，そのまま基本方針として受け継

がれている。起草されたものの内訳で見ると，漢字省減

に関するものがいちばん多く，次lこ文法，仮名遣いとい

う順番になっている。これは，仮名専用巡動，’コーマ字

専用運動，漢字全廃運動を，さらには言文一致運動をも

受け継いでいることを示している。単行本として出版さ

れたものでも，仮名過いと文法に関するものがいちばん

多い。ローマ字と仮名の優劣の比較に関するものが，１

冊だけ単行本の中に入っており，起草されたものの中に

は，１点もない。国語調査委員会の方針の第１条に「文

字は音韻文字（フォノグラム）を採用することとし，仮

名・ローマ字等の損失を調査すること｡」とあるのに，

この分野の研究はあまり行っていない。

単行本として出版されたものを見ると，基礎的な研究

が多く，「目下の急に応ぜんがために」と国語調査委員

会決定事項にあるのに反していると思われる。これに対

して加藤弘之は「'三|語禰査に就て」という文章のなかで

次のように云っている。当初から「国語調査委員会」の

活動が侠重すぎるということに非難があった。

国語調査委員会は成立以来９回会合した。世1111では，

委員は何をぐずぐずしているのかと思うかもしれぬ

が，もとより問題が問題であるから，軽挑に議論する

ことも出来ず，多数決で決行するという訳にもゆくも

のでもないから，出来るだけ慎重にし，出来るだけ急

ぎ，種々の調査を菌ね評議をして，９１ml集合の後，将

来準拠すべき調査の大方針を決定した。［吉田・井之

口1950：ｐ20-21］

また，補助委員の一人であった保科孝一も，その回顧録

に中で次のように述べている。

右のような方針を発表してから，われわれ補助委員の

間において，それぞれ調査に当たったのであるが，以

上の４大方針はいずれも範囲の広いものであり，学術

的に根本的な調査研究を進める必要のあるものばかり

であるから，短時日の間に成案を求めることが困難で

あるのはいうまでもない。［保科19498ｐ40-41］

両者の意見から考えると，基本方針に「目下の急に応ぜ

んがため」としてあっても，「急に」間に合わせるような

研究や報告は出来ないし，するつもりもなかったよう

だ。

このような国語調査委員会が，なぜ日本の国語政策を

考える上で重要であるのか。第一に，国語調査委員会の

活動の基本的な枠組が，それ以降の我が国の国語政策の

進む方向を決定づけることになるからである。例えば]

国語調査委員会の後進である「臨時国語調査会」（1921

年[大正１０年］発足）は研究調査結果を９点発表して

いるが，その８点までが漢字整理と仮名遣いに関するも

のである。「国語審議会」（1934年［昭和９年I発足）の

研究事項として「漢字の調査｣，「仮名遣いの改定」また

｢文体の改善」などを挙げ，提出された議案の中に多く

の漢字整理案や仮名遣いに関するものを含んでいる。第

二に，’11語・国字問題に関わる学者を初めとする多くの

知識人が加わったこと。特に若干の新進の学者に研究活

動の場所を提供したこと。第三に，純粋な学問的見地か

ら判断して，優れた業績を残した。特に方言に関する研

究，標準語の選定，文語文法などは現代の標準から見て

も学問的に優れたものである。

しかし，上で述べたように理論的・学問的な研究に時

間と労力を掛け過ぎて，世論の期待に応えられなかった

という批判もある。

１Ｖ･本稿の限界

国語調査委員会のような，広い分野の多くの人とが関

係した委貝会について何かを蒜く場合には必ずある－面

からしかすることができない。本稿にも国語政策と関係

させて，国語調査委員会を研究する際に当然に触れてお

くべきことに触れていない点がする。

１．ＩＲＩ語・国字連動の流れの中で，仮名専用，ローマ

字専用，などのいくつかにしか言及していない。

標準語や方言としった切口もある。

２．教育行政や教科書の作成という国語政策と結び付



７明治中期の国語政策

９）」二佐生れ．l840-1917H本で最初のローマ字論

背．漢字の全廃を唱える．

１０）伊豆生れ．1851-1899植物学者．「東升(生物学会」

や「東京植物学会」を創設する．

11）外国人！特にイギリス人の意見に余りにも左右さ

れ過ぎるという批判があった．

12）盛岡の生れ．物理学者．’コーマ字論者．「学術外

交官」としてｎ本と世界を結び付けようとして学

問に貢献する．

13）矢野龍渓，臓敬など１，後に漢字制限論を唱える．

漢字制限論は新聞社などの協力を得て次第に有力

になる．

]4）＃:上哲次郎の言葉．

15）帝国教育会の調査によれば，十数種類の新字案が

考案ざれ提さ出れた．

１６）金沢生れ．1860-1945思想家・文芸評論家．欧化

主義を批判して，雑誌「１１本人』を発刊する．

１７）上田万年はドイツ留学から帰国したばかりであっ

た．当時ナショナリズムの盛んであったドイツの

国家と言語との関係を日本に移植しようとした．

18）貴族院の議螂速記録によれば，この請願書には

「随分ひどいことが書いてあり」，修正させられ

た．漢字の学習によって「生涯の大半を徒費｣，

字の学習は「無用の日課」などの語句が修正させ

「〕れ’た．

19）liil島密，ルlllljmlll，大槻文彦，湯本武比古（新聞

記者）の４名は仮名論者であり，上田万年，三宅

雪嶺，徳富強化朝比奈知泉（新聞記者）はロー

マ字論者．

20）官報によれば，１０Ｏ近い梛告ﾍﾟﾕ研究が成さオLてい

る．補助委員の保科孝一らの研究が多い．

21）例えば，lI1iWitjM査委員会の後進である臨時国語調

査会（1921年［大正１０年Ｉ設置）の委員３４名

のうち１３名が新聞社の代表であり，３名が出版

社関係の人１１１１である．

いている事柄を考慮に入れていない。

３.救育現場の教6111や生徒がどのように国語調ff委員

会の仕事を見ていたのかという政策を受け取る側

の視点が欠けている。

4.一般の人々の'１１１１にどのくらい国語調査委員会の政

鯛の成果が及んだのか。

５．１則語政策を遂行していく上での良き協力者になっ

たり，あるいは妨害者にもな')うる新聞者や'1|版

社２１)の動きや反応はどうであったのか。

以上の諸点が，今語１１４語調査委員会を考えていく-11で

考慮に入れていかなければならない視点である。

さらに今後の課題としては，

１．ｌｌｉｌ語調査委員会が廃１１さされたあとに続く'’１１iii時|jEil

譜調査会や国ii＃審議会の活動や(l:事にいかなる影

響を及ぼしているのか。本稲は明治初年から３０

年ほどしか範Ililに入っていないが，それ以後の日

本の国語政紫のﾉJlfIをどのように決定してＬＩｉっ

たのか。

２．第二次世界大戦の終りまで行なわれた，台湾，朝

鮮半島や南洋諸島の植民地での肝植民地の人々に

対する「国語教育」にどのように関わったのか。

fiM湾では,「|消帆兼後にl=1本譜教育を「lRl識教

育」という名'1で実際に行っているし，

今後は，以上の諸点にＩＦ〔点を置いてｲﾘﾄ究を進め/こいと

考えている。

注

1）船古屋生ｵL，1867-1937国語学間・・言語学量間.、ｌＵＩ

桁大正期に国語'攻策に大きくiIIiWMする．

2）１１１:界的に見て．「言語政策」とするほうが過lljで

あるが，我が国の場合は「国語政策」と「言譜政

策」との中の「国語」と「言語」とは同じように

使われている．また，国語洲謙委員会などの委員

会の名称に(，「国語」が便)１１されている．よっ

て，本稿では「国語政策」を用いた．

3）１１本譜の表記を易しく学習しやすくし，正しい１１

本譜を読み書き話せるようにする運動．

4）井上１１]了や三宅雪嶺は漢字尊箪論を主張した．

5）liil島は「国文教育之議に付建搬｣，「国文教育施行

の方法｣，「廃漢字私見書」などの建議書を次々に

提出した．

6）建議書「興国文廃漢字議」の'１１の言葉．

7）仮名遣いに関係する意見の衝突だけでなく，人I11j

lM1係のもつオバ,会澱の取りIMLいにもイ〈正があっ

た．

8）当時，政府と「1111民権運動との対立が激しく，「集

会条例」や「保安条例」がiljIl定され，集団行､h一

般が次第に弾圧され始めたことも影響している．
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